
（平成２４年１０月２４日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認富山地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

厚生年金関係 5 件



                      

  

富山厚生年金 事案 891 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所（現在は、Ｃ社）に

おける資格喪失日に係る記録を昭和 48 年８月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を 13万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年７月 26日から同年８月１日まで 

私は、昭和 44 年４月にＤ社（本社）に入社し、Ｄ社のグループ会社内を

異動した。 

しかし、申立期間について、人事異動により転勤しただけなのに厚生年

金保険の加入記録が無い。継続して勤務していたので、厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ社（本社）から提出された従業員名簿、同社からの回答及び当時の社会

保険事務担当者の証言により、申立人は、申立てに係るグループ会社に継続

して勤務し（昭和 48 年８月１日にＡ社Ｂ営業所からＤ社（本社）に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 48 年６月の社会保険事務

所（当時）の記録から、13万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

富山厚生年金 事案 892 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所（現在は、Ｃ社）

における資格喪失日に係る記録を昭和 46 年８月４日に訂正し、当該期間の標

準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

   また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人のＤ社における資格取得日

に係る記録を昭和 53 年７月７日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 20 万

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年７月１日から同年８月４日まで 

② 昭和 53年７月７日から 54年７月１日まで 

私は、昭和 40 年５月にＡ社Ｂ営業所に入社し、Ｅ社のグループ会社内を

異動した。 

しかし、申立期間①及び②について、人事異動により転勤しただけなの

に厚生年金保険の加入記録が無い。継続して勤務していたので、厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ｅ社（本社）から提出された従業員名簿、同社及び

Ｃ社からの回答並びに複数の元同僚の証言により、申立人は、申立てに係る

グループ会社に継続して勤務し（Ａ社Ｂ営業所からＦ社（現在は、Ｇ社）に

異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

なお、異動日については、オンライン記録からＦ社で申立人と同時期に厚

生年金保険の被保険者資格を取得している元同僚４人は、いずれも同社に着

任した時期は申立人と同じ頃だったとしているところ、そのうち１人は、

「自分は昭和 46 年６月 26 日にＦ社に異動した。申立人は自分より少し遅れ



                      

  

て同事業所に着任したと思う。」と証言している。しかし、オンライン記録

では、Ｆ社が適用事業所となったのは昭和 46 年８月４日であり、同社が適用

事業所となるまでは、異動前のＡ社Ｂ営業所において被保険者資格を有すべ

きものと考えるのが相当であり、申立人の当該事業所における資格喪失日を

同年８月４日とすることが妥当である。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、昭和 46 年６月の社会保険事

務所（当時）の記録から、６万円とすることが妥当である。 

申立期間②について、雇用保険の記録、申立人から提出された給与明細書、

Ｅ社（本社）から提出された従業員名簿並びに同社及びＤ社からの回答によ

り、申立人は、申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（昭和 53 年７月

７日にＨ社（現在は、Ｉ社）からＤ社に異動）、当該期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額

から、20万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間①及び②に係る保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日及び取得日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

富山厚生年金 事案 893 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店(現在は、Ｃ社)にお

ける資格喪失日に係る記録を昭和 45 年 11 月２日に訂正し、当該期間の標準

報酬月額を４万 8,000円とすることが必要である。 

   また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人のＤ社における資格喪失日

に係る記録を昭和 49 年 11月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 14万

2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年 10月１日から同年 11月２日まで 

           ② 昭和 49年 10月 31日から同年 11月１日まで 

私は、昭和 41 年４月にＡ社Ｂ支店に入社し、Ｅ社のグループ会社内を異

動した。 

申立期間①及び②についても人事異動により転勤したが、継続して勤務

していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ｅ社（本社）から提出された従業員名簿、同社から

の回答及び当時の社会保険事務担当者の証言により、申立人は、申立てに係

るグループ会社に継続して勤務し（Ａ社Ｂ支店からＤ社に異動）、当該期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

なお、異動日については、上記の社会保険事務担当者は、「昭和 45 年８月

にＤ社の設立準備のため申立人と一緒に異動したが、同社が社会保険の適用

事業所となるまでは厚生年金保険の記録をつなぐため、Ａ社Ｂ支店で掛ける

ことにすると同支店の担当者と話し合っていた。」と証言している。したが

って、オンライン記録では、Ｄ社が適用事業所となったのは昭和 45 年 11 月



                      

  

２日であり、それまでは、異動前のＡ社Ｂ支店において被保険者資格を有す

べきものと考えるのが相当であることから、申立人の当該事業所における資

格喪失日を同年 11月２日とすることが妥当である。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、昭和 45 年９月の社会保険事

務所（当時）の記録から、４万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間①に係る保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は不明としているが、厚生年金保険の記録における資格喪

失日が雇用保険の記録における離職日の翌日である昭和 45 年 10 月１日とな

っており、離職日は同じであることから公共職業安定所及び社会保険事務所

の双方が誤って記録したとは考え難く、事業主が同日を資格喪失日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人の申立期間①に係る保険料の納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

申立期間②について、雇用保険の記録、Ｅ社（本社）から提出された従業

員名簿並びに同社及びＤ社からの回答により、申立人は、申立てに係るグル

ープ会社に継続して勤務し（昭和 49 年 11 月１日にＤ社からＦ社Ｇ営業所

（現在は、Ｈ社Ｉ店）に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、昭和 49 年９月の社会保険事

務所の記録から、14万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間②に係る保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 49 年 11

月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年 10 月 31 日

と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日とし

て届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 



                      

富山厚生年金 事案 894 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店（現在は、Ｃ社）にお

ける資格喪失日に係る記録を昭和 46 年８月４日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を４万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年６月 26日から同年８月４日まで 

私は、昭和 45 年３月にＡ社Ｂ支店に入社し、Ｄ社のグループ会社内を異

動した。 

申立期間についても人事異動により転勤したが、継続して勤務していた

ので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ社（本社）から提出された従業員名簿並びに同社からの回答及び複数の

元同僚の証言により、申立人は、申立てに係るグループ会社に継続して勤務

し（Ａ社Ｂ支店からＥ社（現在は、Ｆ社）に異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、雇用保険の記録によると、申立人は、昭和 46 年

６月 26 日にＥ社で資格を取得していることが確認できる。しかし、オンライ

ン記録では、Ｅ社が適用事業所となったのは同年８月４日であり、同社が適

用事業所となるまでは、異動前のＡ社Ｂ支店において被保険者資格を有すべ

きものと考えるのが相当であり、申立人の当該事業所における資格喪失日を

同年８月４日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 46 年５月の社会保険事務

所（当時）の記録から、４万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  



                      

  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

富山厚生年金 事案 895 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 44 年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 2,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年 10月 30日から同年 11月１日まで 

昭和 44 年３月にＢ社（現在は、Ｃ社）へ入社後、Ｄ県にあった関係会社

のＡ社へ出向した。同社では半年ほど勤務し、その後、Ｂ社に異動した。 

年金記録をみると、Ａ社からＢ社へ異動した頃の期間が１か月間空白に

なっているが、申立期間においても継続して勤務していたので、厚生年金

保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社から提出された従業員名簿、複数の同僚の証言及び申立人の申立内容

から判断すると、申立人は、申立てに係る関連会社に継続して勤務し（昭和

44 年 11 月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44 年９月の社会保険事務

所（当時）の記録から、２万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、Ａ社は既に廃業しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

 




